
 1 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 
（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション） 

 
 この要件は令和６年６月１日現在のものです。今後、厚生労働省からの通知等があった場合は、

要件の内容について見直す場合がありますので、予めご了承ください。 

 

１ 施設等区分（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） 

区  分 基     準 

通常規模型 ※別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。 

イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準 

  次のいずれかに適合していること。 

 

(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合していること。 

㈠ 前年度の１月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指

定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せ

て受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)

が７５０人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。 

㈡ 指定居宅サービス基準112条に定める設備に関する基準に適合していること。 

 

(2) 次に掲げる基準のいずれにも適合していること。 

  ㈠ ⑴㈠に該当しない事業所であること。 

  ㈡ ⑴㈡に該当する事業所であること。 

  ㈢ 指定通所リハビリテーション事業所における利用者の総数のうち、リハビリテーションマネ

ジメント加算を算定した利用者の占める割合が100分の80以上であること。 

  ㈣ 当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の数が10人以下の場合は、専ら当該指定通

所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１以上確保さ

れていること、又は、利用者の数が10人を超える場合は、専ら当該指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上

確保されていること。  
大規模型 ロ 大規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準 

(1) イ⑴㈠に該当しない事業所であること。 

(2) イ⑴㈡に該当する事業所であること。 

(3) イ⑵㈢及び㈣に該当しない事業所であること。 

 
解釈通知 

⑹ 平均利用延人員数の取扱い 

  ① 事業所規模による区分については、施設基準第97号イに基づき、前年度の１月当たりの平均利用延人員数により

算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、

同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護

予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通

所リハビリテーション事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところであ

る。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を

併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場

合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めな

い取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数

に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者及び３時間以上４時間未満の

報酬を算定している利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、４時間以上５時間未満の報酬を

算定している利用者及び５時間以上６時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に４分の３を乗

じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利

用者の計算に当たっては、指定介護予防通所リハビリテーションの利用時間が２時間未満の利用者については、利

用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上４時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗じて

得た数とし、利用時間が４時間以上６時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。

ただし、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最

大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。 

また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、
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当該月の平均利用延人員数に７分の６を乗じた数によるものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を

おおむね25％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数について

は、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の90％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得

た数とする。 

④ 毎年度３月31 日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も引き続き事業を実施するものの

当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所リ

ハビリテーション費を算定している月（３月を除く。）の１月当たりの平均利用延人員数とする。 

 
※ 定員変更の届出の他に規模の変更の届出が必要となる場合がありますので注意してください。
規模の変更が必要かどうかは「通所リハビリテーションの算定区分確認表」で確認してください。 

 

２ 加 算  

項  目 必 要 書 類 

施設等の区分 
（通所リハビリテーション･介護予防

通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④誓約書（加算用） 

時間延長サービス体制 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③運営規程 

④誓約書（加算用） 
リハビリテーション提供体制
加算 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

④誓約書（加算用） 
入浴介助加算（Ⅰ）（Ⅱ） 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③運営規程 

④平面図（標準様式３）･写真 

⑤誓約書（加算用） 
リハビリテーションマネジメ
ント加算 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③誓約書（加算用） 
リハビリテーションマネジメ
ント加算に係る医師による説
明 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③誓約書（加算用） 

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅰ）（Ⅱ） 
(通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③資格者証(写) （未提出分）＊原本証明 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

⑤誓約書（加算用） 
生活行為向上リハビリテーシ
ョン実施加算 
（通所リハビリテーション･介護予防

通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④資格者証(写) （未提出分）＊原本証明 

⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

⑥誓約書（加算用） 
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若年性認知症利用者受入加算 
（通所リハビリテーション･介護予防

通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④誓約書（加算用） 

栄養アセスメント・栄養改善体

制 
(通所リハビリテーション･介護予防通

所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④資格者証(写) （未提出分）＊原本証明 

⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

⑥誓約書（加算用） 

口腔機能向上加算 
(通所リハビリテーション･介護予防通

所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④資格者証(写) （未提出分）＊原本証明 

⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

⑥誓約書（加算用） 

一体的サービス提供加算 
(介護予防通所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-2-2） 

③誓約書（加算用） 

中重度者ケア体制加算 
（通所リハビリテーション） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③中重度者ケア体制加算に係る届出書（別紙22） 

④利用者の割合に関する計算書（中重度者ケア体制加算）（別紙22-2） 

⑤資格者証(写)(未提出分)＊原本証明 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から

４週間分・従業者全員分で作成） 

⑦誓約書（加算用） 

科学的介護推進体制加算 
(通所リハビリテーション･介護予防通

所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④誓約書（加算用） 

移行支援加算 
（通所リハビリテーション） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出書（別

紙24） 

④誓約書（加算用） 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 
(通所リハビリテーション･介護予防通

所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙14-3） 
⑤人材要件を満たすことが分かる書類 
⑥誓約書（加算用） 

介護職員等処遇改善加算 

 (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) 
(通所リハビリテーション･介護予防通

所リハビリテーション) 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

◆介護職員等処遇改善加算届出書一式 
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３ 減算 

項  目 必 要 書 類 

職員の欠員による減算の状況 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 

④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（（標準様式１）、算定日から４週間

分・従業者全員分で作成） 

⑤誓約書（加算用） 

高齢者虐待防止措置実施の有

無 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-2-2） 

④誓約書（加算用） 

業務継続計画策定の有無 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞（別紙２） 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-1-2） 

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1-2-2） 
④誓約書（加算用） 

 

４ 算定要件  

基  準 解釈通知 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成12年厚生省告示第19号） 

 

 

 

 

 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（平成18年厚生労働省告示第127号） 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について 

（平成12年３月１日老企第36号） 

 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成18年３月17日老計発第0317001号 老振発第

0317001号 老老発第0317001号） 

 

 


